
県土保全・水源かん養の機能を高度に発揮する森林をつくるための重点的な森林整備の推進 

 

 

                     
 

 

 

 

 

知事が森林整備保全重点地域を指定し、市町村と連携して重点的な森林整備を推進・支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

森林所有者による管理が困難な森林 

 

 

 

■地域内における開発行為の事前届出の手続き（普通林） 

●該当する規模 

  0.1ha以上（森林法に規定される林地開発許可の対象行為＝１ha超 を除く） 

  ※開発行為に着手する日の６０日前までに届出を行う。 

森林整備保全重点地域制度の概要 

保安林の指定の促進と治山事業

による森林整備の推進 

森林所有者の負担を軽減する

補助事業の導入 

【指定する地域】 

●森林の有する県土の保全・水源のかん養の機能を高度に発揮させる必要

がある地域 

●そのために、重点的な森林の整備及び保全が特に必要な地域 

森林整備保全重点地域に指定 

森林の機能を高度に発揮させ

る必要がある地域の指定基準

を設けて、知事が指定 

森林整備保全計画の策定 

森林の整備・保全のための方

針や目指すべき森林の姿、施

業方針などに関する計画を、

知事が策定 

地 域 森 林 委 員 会 
 

●地域が主体的に森林の整備・保全を推進するため、各地域で設置 

●委員会のメンバー 

 地域住民、森林所有者、森林組合、森林整備に意欲がある個人・団体等 

●委員会の役割 

 森林整備保全計画作成への参画、事業推進への協力、管理権移転等あっせ

ん手続きの調整、林地開発への意見書提出など 

 

森林管理権移転等あっせん制度 

森林所有者の申し出により、

県が森林づくりに意欲と能

力のある者（あらかじめ県が

認定）を紹介。所有権移転や

経営委託、貸借などの仲介を

実施。 



 

 

 

 

人の手が入らず荒廃が懸念される里山を整備・利用することにより、里山の環境改善や里山と人との関わり

を再構築しようと地域住民が自発的な活動を行う地域を、市町村長の申出により知事が認定し、市町村と連携

して積極的に支援 

 

地域住民等による自発的な里山の整備活動→市町村長が知事へ申出 

                       

 

知事が里山整備利用地域として認定し、積極的に支援 

 

 

 

 

 

 

 

※森林・都市・環境・健康・教育・文化・観光といったあらゆるジャンルを総合化した推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

■里山利用協定による活動の推進 

 ○目的：多様な主体による里山の利用の推進 

 

 

                  

 

              県・市町村・協議会は、 

                 協定締結による里山利用を推進・支援 

 

 

            市町村・協議会は協定地域等の設定、内容の企画・調整等を行う 

               県は広報活動の展開、里山利用希望者の情報の提供等を行う 

 

里山整備利用地域制度の概要 

里山整備利用推進協議会 森林所有者 地域住民 

ボランティア

等 
関係団体等 企  業 教育関係機関 

・森林整備の促進による里山の環境改善 

・さまざまな交流による山村地域の活性化 

・多面的な利用による里山の新たな価値の発見 

・地域住民と里山との継続的な関係の構築 

市町村長が里山整備利用推進

協議会に意見を聴いて申し出。 

自発的な活動の展開 

森林整備・里山調査・里山地図作成・

緑化活動・森林環境教室・体験イベ

ント・利用環境整備 等 

市町村 

 

森林所有者 
里山を利用する

個人・団体等 

里山の整備・利用活動の

場として利用を希望する

個人、団体等に対し、所有

森林を開放してもよいと

考える森林所有者 

森林整備活動、環境教

育、レクリエーション活動

等の場として、森林の利用

を希望する個人、団体等 

里山利用協定 


